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6月12日の要件変更に伴い一部加筆修正
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雇用調整助成金

小学校休業等対応助成金

傷病手当金

その他融資・補助金等を検討

新型コロナウイルス感染拡
大の影響で売上減少・事業
所の休業や従業員を休業さ
せる必要がある

従業員本人には症状は
ないが、小学校等の休
校により子供を世話す
る保護者に該当する

全部、または一部の従業員を休業させる場合で以下に該当する
○最近１箇月の売上が前年同期と比較して５％以上、低下している
○従業員を解雇せず休業手当を支払う（給与の60％以上）
○計画的な休業である
○売上減少の証明書類を用意できる（損益計算書、総勘定元帳等）
○通常実施している労務管理に関する書類を用意できる
（就業規則、給与規程、出勤簿、賃金台帳等）

○労働保険料（労災保険、雇用保険）の申告を適切に行っている
○残業代の支払い等、労働関係法令の違反がない

年次有給休暇とは別で
有給の休暇を付与する

健康保険に加入している
従業員本人に感染の疑いが
あり、休業の申し出がある

売上減少はあるが事業所の休業や
従業員の休業は考えていない

はい

いいえ

新型コロナウイルス感染拡大に伴う雇用関係の対応まとめ
2020.05.23ver
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雇用調整助成金の概要
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雇用調整助成金の概要

■雇用調整助成金とは

雇用調整助成金は、次のような場合に受給できる助成金

☑景気変動等により収益が悪化した
☑生産量の減少により事業の縮小が必要になった

このような状況の中にあっても雇用を維持しようとする事業主に
対して、休業手当の一部を補填する

労働基準法第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、そ
の平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

新型インフルエンザ等対策特別措置法による対応が取られる中で、協力依頼や要請などを受けて営
業を自粛し、労働者を休業させる場合であっても、一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務
がなくなるものではありません。（新型コロナウイルスに関するQ&A（企業の方向け）問7）
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雇用調整助成金の概要

簡単にいうと・・・

仕事が激減！！

コロナウイルスで仕事がなくなったから明日から会社の出社日は半分でいいです。
でも、生活困るだろうから、会社は給与の60％以上を補償します！

→その場合は国からの休業手当の約80％～90％の助成金が受給できます。

こんな時に活用できます
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雇用調整助成金の概要

■雇用調整助成金とは

なぜ雇用の維持が必要なのか？

一度失った雇用と信頼は、取り戻すことはできない！

雇用調整助成金を活用することで
事業の継続・経営改善につなげることができる
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雇用調整助成金の概要

■雇用調整助成金とは

雇用調整助成金の問題点

ハローワーク

①従業員に給与補償したので助成金ください

②必要書類を揃えて提出してください

問題点
☆提出書類が多すぎる
☆制度の変更が多すぎる。パンフレットは4月10日～3回以上変更
☆そもそも制度自体がわかりにくい
☆緊急の場合に即していない
☆煩雑すぎて会社は対応できない
以上の理由からスポットで対応する社労士がおらず、多くの会社が
申請できない状態！

コロナの影響で直接での申請ではなく郵送申請へ
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雇用調整助成金の概要

■助成金の前提条件

・労働保険料の滞納がないこと
・過去３年間に助成金の不正がないこと
・暴力団関係の会社でないこと
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食業等でないこと
・倒産していないこと
・過去1年間の間に未払い賃金など労働関係法令違反がないこと

緊急対応期間中は、すべての業種
で申請可能！
（ただし、他の要件を満たした場合）
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新型コロナウイルス感染拡大に伴う
特例措置
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2020年4月10日更新

【6月12日変更】中小企業（解雇無し）の助成率：10分の10

【6月12日変更】 緊急対応期間：9/30まで延長
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2020年4月10日更新

【6月12日変更】 緊急対応期間：9/30まで延長
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2020年4月10日更新

3月31日以前の休
業等については、
原則通り【10％以
上】の減少が要件

【6月12日変更】 緊急対応期間：9/30まで延長
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2020年4月10日更新
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2020年5月1日更新

【6月12日変更】 緊急対応期間：9/30まで延長、上限額：15,000円（全ての事業主）、
中小企業（解雇無し）の助成率：10分の10



社会保険労務士法人GOAL

2020年5月19日更新
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■2020年5月19日改定の内容

今回の制度変更は、小規模事業主とそれ以外に分かれます

すべての事業主
☑初回を含む休業等計画届の提出が不要に→支給申請のみでOK
☑「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を簡素化
→休業等実施前の任意の１か月を基に「年間所定労働日数」を算定
することが認められる

☑事後申請期限を2020年8月31日まで延長
→1月24日から5月31日までの休業等が対象
☑雇用調整助成金のオンライン申請開始
→5月20日時点で不具合発生、受付延期

2020年5月19日更新
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☑休業規模要件の緩和（支給要領1113aロ）

2020年5月19日更新

小規模事業主による、休業規模要件の確認について、従業員２人あたり
１日以上休業していることを確認できれば、当該要件を満たしているもの
とする。

■2020年5月19日改定の内容

小規模事業主（概ね従業員数20人以下）
☑助成金額の計算方法を簡素化
→助成額 ＝「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

☑支給申請書の簡素化
→従来の書類を使用しての申請でもOK
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雇用調整助成金の申請スケジュール
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雇用調整助成金の申請スケジュール
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支給対象期間
1～３の判定基礎期間を
まとめて申請可能

■雇用調整助成金の支給申請スケジュール

休業計画届は「提出不要」になりました（５月19日変更）
→支給申請（実績報告）のみでOK
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■雇用調整助成金の支給申請スケジュール

雇用調整助成金の申請スケジュール


